
　　

・住宅用地における固定資産税の特例

　　200㎡までの部分

　　200㎡を超える部分

1/6に軽減

1/3に軽減

1/3に軽減

2/3に軽減

住宅の敷地 固定資産税 都市計画税

                  
 

2017 4 29 30 5 1 2
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3  

      

 
 
   国土交通省は今年度から、空家対策関連として、新たに「空家対策総合支援事業」と 

  「先駆的空家対策モデル事業」を立ち上げ、市区町村の空家対策の支援を開始しました。 

   目的は、平成27年2月に施行された（同年5月26日に完全施行）『空家対策特別措置法』※１ 

  に基づく市町村の取り組みを一層促進し、空家等対策計画に基づき民間事業者と連携する 

  自治体の総合的な空家対策を支援することにあります。 

   また、新たな住生活基本計画（全国計画）では年間約5万戸をリフォームなどによって、中古 

  住宅市場で流通させ、同約5万戸を除去する計画も平成28年3月に閣議決定されました。 

   総務省の2013年住宅・土地統計調査結果によると、全国の住宅に占める空家の割合が 

  約820万戸と5年前に比べ63万戸増加し、空家率は13.5％と年々増加しており、空家がもた 

  らす悪影響の拡大を防ぐため、その抑制が急務であるとの国の判断が、今回の支援事業 

 開始の背景にあります。 

   

 ※１『空家対策特別措置法』 

   市町村が行う空家対策に法的根拠を与えたもの。市町村が所有者に対して適切な 

  管理を促進するため、情報の提供や助言、その他必要な援助を行う。そして、特に 

  対策が必要な「特定空家等」にみなされると措置が講じられます。 

 ◆「特定空家等」とは 

   ①倒壊等著しく保管上危険となるおそれのある状態。 

   ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態。 

   ③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態。 

   ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。 
          にある空家等をいう。 
  ◆「特定空家等」として、市町村から改善勧告を受けた場合、土地に対する固定資産税の特例 
    （優遇措置・下記参照）から除外され、増額されます。 

 

 


